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開 議 午前１０時００分 

議 事 日 程 議長は、本日の議事日程を次のとおり報告した。（別添付） 

会 議 録 署 名 

議 員 の 指 名 

議長は、会議録署名議員に次の２名を指名した。 

５番   田 中 正 一 議員 

 

６番   平 野 敏 彦 議員 

 

議  案  の  経  過 

日 程 発 言 者 発 言 者 の 要 旨 

  

事務局長 

（中野重男君） 

 

 修礼を行いますので、ご起立を願います。 

 礼。着席ください。 

 

会議成立 

開議宣告 

馬場議長  おはようございます。 

 ただいまの出席議員数は１６人です。定足数に達しております

ので、直ちに本日の会議を開きます。 

 

  （開会時刻 午前１０時００分） 

 

議事日程報告 馬場議長  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

 馬場議長  日程第１、報告第１６号、平成２６年度おいらせ町一般会計継

続費繰越計算書についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 企画財政課長。 

 

当局の説明 企画財政課長 

（小向道彦君） 

 それでは、報告第１６号についてご説明申し上げます。 

 議案書１ページ、２ページをごらんください。 

 本件は、平成２６年度に継続費を設定することの議決をいただ
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きました津波避難タワー建設事業について、平成２６年度から平

成２７年度へ逓次繰越する額が確定したことにより、地方自治法

施行令第１４５条第１項の規定に基づき報告するものでありま

す。 

 その内容を申し上げますと、継続費の総額が２億１，８４３万

９，０００円で、平成２６年度継続費予算現額の計が８，６４２

万１，０００円。支出済額はなく、逓次繰越額は予算現額と同額

の８，６４２万１，０００円となり、その財源は全て繰越金とな

っております。 

 以上で説明を終わります 

 

 馬場議長  説明が終わりました。 

 この際、質疑を受けます。 

 質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、本件に対する質疑を終わります。 

 以上で、報告第１６号を終わります。（議員の声あり）そうで

すね、質疑のみになっています。 

 はい、１１番、西館芳信議員。 

 

質疑 １１番 

（西館芳信君） 

 私は、この計算書を事務方が一生懸命やってくれて、なおかつ

今のこの工事の現状を見て、この計算書に対する反対とかそうい

う気持ちはありません。ただ、町長のこの避難タワーの事業に対

する姿勢、これをいま一度確認させてください。 

 私は、避難タワーの事業の規模が縮小されるというふうなこと

を聞いてはいました。しかしながら、選挙に負けた人間として、

あれがこうだと言うことは１年は差し控えようと思っていたら、

もう１年たった時点で効果促進事業を含めると８億以上の事業

が、今こうして２億になって出てきているというふうなこと、こ

れはこの事業のメリットを考えるのであれば、私は町長は事務方

の事情、２年間、あの３．１１があってからみんな一生懸命職員

が努力してそこまで持っていった、僥倖とも思えるようなこの事

業の獲得ですよ。それを、あの地区の人たちのことを考えれば、

当然町長は議会に対してこういうふうにやっていきたいんだと

いうことを説明してやってくれると思っていたのに、こういうふ



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－５－ 

うになってしまった。恐らく町長は、国がこういうふうに事業縮

小したいということで飲まざるを得なかったというふうなこと

を言うのかもしれませんけれども、私はそうではないと。あなた

が明らかにこの政策については怠慢であったし、消極的であった

というふうに思っております。 

 この続きは、９月の議会で一般質問で私はやるつもりだけれど

も、とりあえずあなたの、今私がしゃべったことに対する思いと

いうものを聞かせてください。私としては、そういうふうな経緯

でこの計算書を、なるほどそうですかというふうなことについて

は、地区の人たちそれから被災者の皆さんの気持ちを考えると素

直にははいとは言えないということで、今後ともいかに三村正太

郎町長がこの事業で罪深いことをしたかということを訴え続け

ていきたいということを言って、あなたの答弁を求めます。 

 以上です。 

 

 馬場議長 

 

 町長。 

答弁 町長 

（三村正太郎君） 

 お答えをしたいと思います。 

 津波タワーのこの問題、非常に当選をさせていただいて就任を

させていただいて、担当課のほうから説明を受けながらやってき

たわけでありますが、当然国の出すお金でございました。その中

で、やはり先ほど西館議員がおっしゃったように、国のほうの補

助対象の基準というのが非常に違うんですね。私どもが思ってい

るような状況ではなくて。８億が２億になったということ、私と

してもできるだけ国からはお金はもらって立派なものをつくり

たいというふうな思いは変わりはありませんでした。ですから、

前町長からの引き継ぎの津波タワーについても、それを熟慮しな

がら国との折衝をさせていただきました。そのすり合わせの中

で、やっぱり先ほど申し上げたように、いろいろな形でこれは認

めませんよ、いろいろなとこですよ、これは認めてくださいと言

っても、これは過大ですから国としては出すわけにいきません、

そういうことでどんどんと減っていったのが現状であります。こ

れが事実であります。ですから、この津波タワーについては、今

ここまで来て、来年の３月には完成をいたします。非常に西館議

員のように、最初の８億レベルでやれればよかったのですが、そ
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れはそれなりに私も就任してから一生懸命折衝を担当課ととも

にやってまいりましたが、結果としてこの規模になったというこ

とをご理解をいただきたいと思います。 

 

 馬場議長 

 

 西館芳信議員。 

質疑 １１番 

（西館芳信君） 

 予想したとおりの答弁でした。続きは次回の議会ということで

よろしいです。どうも。 

 

 馬場議長  ほかに質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、本件に対する質疑を終わります。 

 以上で報告第１６号を終わります。 

 

 馬場議長  日程第２、報告第１７号、平成２６年度おいらせ町一般会計繰

越明許費繰越計算書についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 企画財政課長。 

 

当局の説明 企画財政課長 

（小向道彦君） 

 それでは、報告第１７号についてご説明申し上げます。 

 議案書３ページ、４ページをごらんください。 

 本件は、平成２６年度から平成２７年度に繰り越すことの議決

をいただきました１１事業について、繰越額が確定したことによ

り、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定に基づき報告する

ものであります。 

 その内容を申し上げますと、設定額の合計が１億８，８５３万

５，０００円に対し、翌年度繰越額が１億８，７４０万１，００

０円となり、その財源内訳は既収入特定財源が６，０８６万６，

０００円、未収入の国・県支出金が８，６８１万６，０００円、

一般財源が３，９７１万９，０００円となっております。 

 以上で説明を終わります。 

 

 馬場議長  説明が終わりました。 

 この際、質疑を受けます。 

 質疑ございませんか。 
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 ６番、平野敏彦議員。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 この計算書の中身を見ますと、ほとんどが地方創生絡みであり

ます。それは先般の説明でも理解をしておりますけれども、ただ

一つ、先回もちょっと議題になったんですけれども、５の労働費

の勤労者研修センター９８４万１，０００円、これについては繰

り越しになりますけれども、執行されるかどうかというのは、こ

の前の質問ですと明確でなかったというふうな気がしておりま

す。これについては、繰り越しになっているのだけれども、執行

されなければそのまま繰越金処理になると思いますが、ここのと

ころ確認をしたいと思います。 

 

 馬場議長 

 

 答弁願います。 

 商工観光課長。 

 

答弁 商工観光課長 

（澤田常男君） 

 ただいまの質問にお答えいたします。 

 勤労者研修センターにつきましては、先般の全員協議会のほう

で説明したところでございますが、議員ご指摘のように、この執

行につきましては、これまでの今後のコールセンターのほうの事

業実績を考慮して執行に結びつけたいというふうに考えており

ます。時期的には、３カ月程度の事業実績で判断してやっていき

たいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

 馬場議長 

 

 平野敏彦議員。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 そうすると、３カ月後の経過を見ながらということになります

と、この前の新聞等でも出ていますけれども、本格業務がスター

トして従業員が１５人に減っている中で、当初計画のこの９８４

万１，０００円をそのまま執行することになるのか。この枠の中

で計画どおりやるということになれば、この分が繰り越されてい

るわけですから、私はだからそういうふうなのからいって、当初

の計画が従業員４１人から１５人になろうが、このまま計画どお

り３カ月後に判断をして、この予算１００％執行するんだという

ふうなことになっていくのか、そこのところちょっと理解できま
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せんので、もう１回お願いします。 

 

 馬場議長 

 

 商工観光課長。 

 

答弁 商工観光課長 

（澤田常男君） 

 お答えいたします。 

 現在、従業員は１５名程度ということでございますが、今後の

事業拡大によって、もしかすれば従業員募集ということも考えて

いるみたいです。ですから、３カ月程度でこの事業規模、従業員

の数等を考えていきながら、現在勤労者研修センターの２区画を

貸し出す予定でございますが、もしかすると１区画でいいのかと

いうのも考えられますので、その辺は今後の推移を見守っていき

たいというふうに考えております。 

 

 馬場議長 

 

 平野敏彦議員。 

質疑 

 

６番 

（平野敏彦君） 

 今のままでいきますと、９月議会にはその結論が出ていると思

いますけれども、実際に私もＤＩＯジャパンの、この親会社の部

分で調べてみましたけれども、ほとんどが今厚生省とかさまざま

なものからトラブルが発生して、経営状態が立ち行かなくなって

いる。そしてまた、このおいらせコールセンターについても社長

がかわっている。こういうふうなこと自体、本当に信用するに足

りる企業かなというふうな不安を持つわけで、３カ月後ではなく

ても、その１カ月ごとにこのコールセンターの事業経営確認とい

うのはしていかなければならないのではないかというふうな思

いがするわけで、３カ月たってから判断するのではなくて、毎月

そういうふうな方向づけについて確認していくことが必要かと

思いますが、町長この点についてはどうでしょう。 

 

 馬場議長 

 

 町長。 

答弁 

 

町長 

（三村正太郎君） 

 平野議員おっしゃるとおり、やはりその１カ月ごとのチェック

というのも、やはり厳しく見ておかなければならないというのは

同じ考えであります。 

 

 馬場議長  ほかに質疑ございませんか。 
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 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、本件に対する質疑を終わります。 

 以上で、報告第１７号を終わります。 

 

 馬場議長  日程第３、議案第４８号、青森県市町村総合事務組合を組織す

る地方公共団体数の減少及び青森県市町村総合事務組合規約の

変更についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 総務課長。 

 

当局の説明 総務課長 

（田中富栄君） 

 それでは、議案第４８号についてご説明申し上げます。 

 議案書の５ページをお開きください。 

 本案は、当町が加入している青森県市町村総合事務組合から、

構成団体である三戸地区塵芥処理事務組合が、平成２７年８月３

１日をもって解散することに伴い、青森県市町村総合事務組合を

組織する地方公共団体数の減少及び青森県市町村総合事務組合

規約の変更について、関係地方公共団体と協議をする必要が生じ

たので、地方自治法第２８６条第１項及び同法第２９０条の規定

に基づき、議会の議決を要するため提案するものであります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 馬場議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第４８号について採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されま

した。 
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 馬場議長  日程第４、議案第４９号、青森県市町村職員退職手当組合を組

織する地方公共団体数の減少及び青森県市町村職員退職手当組

合規約の変更についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 総務課長。 

 

当局の説明 

 

総務課長 

（田中富栄君） 

 それでは、議案第４９号についてご説明申し上げます。 

 議案書の７ページをお開きください。 

 本案は、議案第４８号と同様、三戸地区塵芥処理事務組合が平

成２７年８月３１日をもって解散することに伴い、青森県市町村

職員退職手当組合を組織する地方公共団体数の減少及び青森県

市町村職員退職手当組合規約の変更について、関係地方公共団体

と協議する必要が生じたので、地方自治法第２８６条第１項及び

同法第２９０条の規定に基づき議会の議決を要するため提案す

るものであります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 馬場議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第４９号について採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されま

した。 

 

 馬場議長  日程第５、議案第５０号、上北地方教育・福祉事務組合規約の

変更についてを議題といたします。 
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 当局の説明を求めます。 

 社会教育・体育課長。 

 

当局の説明 社会教育・体育課長 

（北向 勝君） 

 議案第５０号についてご説明申し上げます。 

 議案書９ページ、１０ページをごらんいただきたいと思いま

す。 

 本案は、上北地方教育・福祉事務組合規約の変更に伴い、第１

３条中の見出し中、「教育委員」を「教育長又は教育委員」に改

め、同条中「第１４条第２項」を「第１５条」に改め、「組合の」

の次に「教育長又は」を加えるものであります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 馬場議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第５０号について採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されま

した。 

 

 馬場議長  日程第６、議案第５１号、阿光坊古墳群ガイダンス施設建築工

事請負契約の締結についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 社会教育・体育課長。 

 

当局の説明 社会教育・体育課長 

（北向 勝君） 

 議案第５１号についてご説明申し上げます。 

 議案書１１ページ、１２ページをごらんいただきたいと思いま

す。 
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 本案は、阿光坊古墳群ガイダンス施設建築工事施工のため、去

る５月２８日に１１社により一般競争入札を執行したところ、２

億１，９７８万円で株式会社柏崎組が落札者として決定しました

ので、契約を締結するため提案するものであります。 

 なお、本工事を施工することによりまして、平成２２年度より

史跡阿光坊古墳群整備事業の中核となる施設の整備がされるこ

とになり、史跡公園内のほかに町内各遺構から出土した遺跡の展

示をするほか、小学生の学習機能はもとより、一般の方々にも土

器づくりなどの各種体験など多岐にわたる運営を考えていきた

いと思います。 

 以上で説明を終わります。 

 ただいまの提案理由で、訂正をお願いします。 

 １１社により一般競争入札と説明しましたけれども、指名競争

入札の誤りでありました。訂正をお願いいたします。 

 

 馬場議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第５１号について採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されま

した。 

 

 馬場議長  日程第７、議案第５２号、消防ポンプ自動車（下田第３分団）

購入契約の締結についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 まちづくり防災課長。 

 



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－１３－ 

当局の説明 まちづくり防災課

長 

（松林泰之君） 

 それでは、議案第５２号についてご説明申し上げます。 

 議案書１３ページ、１４ページとなります。 

 本案は、下田第３分団消防ポンプ自動車購入のため、去る５月

２８日に７社により指名競争入札を執行したところ、２，２６８

万円で株式会社八戸鉄工所が落札者と決定したので、この契約を

締結するため提案するものであります。 

 なお、本事業を実施することによりまして、火災等災害出動が

円滑に実施できることになります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 馬場議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第５２号について採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されま

した。 

 

 馬場議長  日程第８、議案第５３号、平成２７年度おいらせ町一般会計補

正予算（第１号）についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 企画財政課長。 

 

当局の説明 企画財政課長 

（小向道彦君） 

 それでは、議案第５３号についてご説明申し上げます。 

 議案書１５ページをごらんください。 

 本案は、既定予算の総額に歳入歳出それぞれ９，３３２万８，

０００円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ１０６億４，

８３２万８，０００円とするものであります。 
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 歳入歳出の主なものについてご説明申し上げますので、事項別

明細書をごらんください。 

 まず、歳出の主な内容につきましてご説明申し上げます。 

 ７ページをごらんください。 

 ２款２項１目企画総務費のふるさと応援寄附基金積立金は、見

込みにより１９０万円を追加するものであります。 

 ８ページをごらんください。 

 ２款２項２目町活性化対策費の一般コミュニティ助成事業費

補助金２４０万円、及び木内々町内会へのコミュニティセンター

助成事業費補助金２，７００万円は、ともにコミュニティ助成事

業の交付決定に伴う追加で、同項３目情報政策費の個人番号カー

ド発行事務費負担金は、概算額により８６９万８，０００円を追

加するものであります。 

 ９ページをごらんください。 

 ３款１項１目社会福祉総務費の地域福祉計画調査分析業務委

託料は、長寿社会づくりソフト事業費交付金の交付決定に伴い、

１４６万３，０００円を追加するものであります。 

 １１ページをごらんください。 

 ９款１項３目災害対策費では、松原地区避難階段等設置工事費

５５８万５，０００円、及び町道明神下９号線舗装整備工事費２，

２２５万４，０００円、並びに東日本大震災復興交付金基金積立

金１，２５２万円を追加しております。 

 次に、歳入の主な内容につきましてご説明申し上げます。 

 ３ページをごらんください。 

 １４款２項１目総務費国庫補助金は、個人番号カード等関連事

務費補助金を概算額により８６９万８，０００円を追加し、同項

６目消防費国庫補助金は、東日本大震災復興交付金１，２５２万

円を追加するものであります。 

 ４ページをごらんください。 

 １７款１項１目一般寄附金のふるさと応援寄附金は、見込みに

より１９０万円を追加し、１８款２項１目財政調整基金繰入金

は、歳入不足を調整するため２，３００万６，０００円を、同項

９目東日本大震災復興推進基金繰入金は８８０万６，０００円

を、同項１０目東日本大震災復興交付金基金繰入金は１，７４８

万８，０００円をそれぞれ追加するものであります。 
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 ５ページをごらんください。 

 ２０款５項１目雑入の一般コミュニティ助成金２４０万円、及

びコミュニティセンター助成金１，５００万円、長寿社会づくり

ソフト事業費交付金２０２万２，０００円、地域防災組織育成助

成金２００万円は、それぞれ交付決定により追加するものであり

ます。 

 １５ページ、１６ページをごらんください。 

 給与費明細書は、委員報酬の追加及び職員手当の減額により変

更するものであります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 馬場議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑は事項別明細書により行います。 

 第１表歳入歳出予算補正のうち、歳入全款についての質疑を行

います。３ページから５ページまでです。 

 質疑ございませんか。 

 ６番、平野敏彦議員。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 ４ページの寄附金のところですけれども、ふるさと応援寄附金

１９０万円が計上されておりますけれども、これは今６月、もう

これだけの寄附金がめどがついているというふうなことで補正

計上をしたのか、この点ちょっとお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 

 馬場議長  答弁を求めます。 

 企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（小向道彦君） 

 お答えします。 

 ふるさと応援寄附金についてですけれども、当初予算は昨年度

の状況を勘案し、５０万円ほど計上しておりましたが、４月の寄

附金金額が３５件と見込みよりも大幅にふえたことから、１年間

分を見込み増額するものであります。 

 以上で終わります。 
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 馬場議長  平野敏彦議員。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 ４月に３５件の申し込みがあったというふうなことで、そうす

れば金額的に今現在どのぐらい金額になっているのか、そのトー

タル額がわかっていたら教えていただきたいと思います。 

 

 馬場議長  企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（小向道彦君） 

 お答えいたします。 

 ６月末で７７万円の申し込みがありました。 

 以上でございます。 

 

 馬場議長 

 

 ほかに質疑ございませんか。 

 企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（小向道彦君） 

 大変失礼しました。５月末です。 

 馬場議長 

 

 よろしいですか。 

 ８番、川口弘治議員。 

 

質疑 ８番 

（川口弘治君） 

 個人番号カード等関連補助金ということでありますが、これは

国で進めているマイナンバー制の関連なのですか。そこのところ

簡潔にお願いします。 

 

 馬場議長  企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（小向道彦君） 

 お答えします。 

 議員ご質問のとおり、マイナンバーの歳入になります。カード

通知の送付とか、あと個人番号が無料で交付することになりまし

たので、申請者があればその分を無料で町のほうで交付するとい

うことで、その分全額が国のほうから支給されるということにな

ります。 

 以上であります。 

 

 馬場議長  川口弘治議員。 
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質疑 ８番 

（川口弘治君） 

 今の国会でちょっと審議がストップしているというふうな報

道ですが、これ予定どおり、また今審議がストップしているのが

何か影響あるのでしょうか。 

 

 馬場議長 

 

 企画財政課長。 

答弁 企画財政課長 

（小向道彦君） 

 今の改正は、町で進めておりますカードの発行事務とか交付事

務には影響はないというふうに見ていました。 

 以上であります。 

 

 馬場議長  ほかに質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、歳入全款についての質疑を終わります。 

 次に、歳出についての質疑を受けます。 

 第１款議会費から第７款商工費までについての質疑を受けま

す。７ページから１０ページまでです。 

 質疑ございませんか。 

 ６番、平野敏彦議員。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 それでは、７ページの、先ほど収入のほうでも質問したんです

けれども、ふるさと応援寄附金積立金、これが収入を見てそのま

ま積み立てられておりますけれども、ふるさと応援寄附金につい

ては、こちらの地場産品とかそういうふうなものも記念として送

付するように聞いていますけれども、この入ってきた金を使わな

いで積み立てをして、使わないで入ってきたものを使って返して

やるならわかるけれども、入ってきたものをそのまま積み立てを

するというふうなのはどういうふうなあれなのか、よく私理解で

きないので、一般財源それにまた使って、来たものは積み立てを

していくというのは、ちょっと趣旨からいって、寄附の条件とい

うのは、条件づけ、寄附で扱っているのか、目的を持たせてこれ

に使ってくださいというふうなことだから積み立てをしておく

のか、この辺使途がちょっと理解できないので説明をしていただ

きたいと思います。 

 それから、先ほどマイナンバー制度の部分で、８ページのとこ
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ろですけれども、この個人カード発行事業事務費負担金とありま

すけれども、これはそうすると、今国のマイナンバー制度にはか

かわり、余り影響を受けていないんだというふうなことですか

ら、そうするともうすぐ、今個人的に申し込みしたらカードは発

行してもらえるというふうなことで理解をしていいか、ここをひ

とつお願いします。 

 それと、その次の定住対策費の中に、婚活イベント事業の実行

補助金３０万円ありますけれども、この中身、大体どういうふう

な形で開催をして、何回ぐらい予定をしているのか、対象者をど

のぐらいしているのか、これらについてお聞かせをいただきたい

と思います。 

 

 馬場議長 

 

 答弁を求めます。 

 企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（小向道彦君） 

 お答えいたします。 

 まず、１点目のふるさと応援寄附金の使い道ということですけ

れども、町のほうでは５つ、人材育成、これについては奨学資金

のほうも入っていまして、奨学資金のほうは１年分まとめて最後

に入れるというふうな形をとっております。あと、２つ目として

自然環境の保全、３つ目としてコミュニティー活動の推進、あと

はおいらせブランドの普及推進、その他ということで、一度基金

に積んで、毎年度使い道を定めまして、それぞれまた繰り入れを

してそれぞれの事業に充てると、そういうふうな使い方をしてお

ります。 

 あとは、２つ目の質問の個人番号カードの交付ですけれども、

まず１０月１日に住民票がある住所にそれぞれ個人番号が通知

されます。それに紙のカードが入っていまして、それから来年の

１月から個人番号カードの受け付けが始まりまして、それは写真

つきになります。プラスチックになりまして、ＩＣチップが入っ

て、その中にそのデータも入っているというようなカードであり

まして、来年の１月からの受け付けで、そこからの交付になると

いう予定になっております。 

 最後の婚活ですけれども、これは婚活イベント事業実行委員会

というのがありまして、そこに補助します。年に２回ほどイベン
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トをやっているということであります。 

 以上であります。 

 

 馬場議長 

 

 平野敏彦議員。 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 積み立てをしておいて、いろいろなその目的、５項目の中に充

当するんだというふうなことで、今入ってきたからすぐ使うとい

うふうなことではないということで、理解をいたしました。 

 それから、８ページのところですけれども、この個人カードに

ついては、そうすると国のほうとは連動しないというふうなこと

で解釈していいんですか。私はこの国のマイナンバー制度は、税

も含める、それから年金、いろいろなものの証明にも使えるとい

うふうなことで、実際きょうの新聞なんか見ましても、このマイ

ナンバー制度については成立は今月中は無理だというふうに新

聞に出ていますけれども、そうするとこういうふうな影響を受け

ない、別だというふうなのであれば、川口議員も質問していまし

たけれども、その効果というのは本当に自分の町のかかわる部分

だけしか効果が出てこないのか、ここをちょっともう少し詳しく

説明をいただきたいと思います。 

 あと、婚活イベントのほうですけれども、実行委員会のほうに

補助、助成をしているというふうなことですけれども、回数年２

回で会費をいただいて、去年のちょっと資料を見ますとそういう

ふうな形で開催したのがあります。ただ、こういうふうなイベン

トについては、もっと行政も入って回数をふやして、年２回だと

出会いもした人も忘れると思うんですよ。やっぱり少なくても２

カ月に１回ぐらいずつでも継続してやっていくことによって、い

ろいろな効果が出てくると思いますけれども、この運営の仕方、

波及をどういうふうにしてやっていくかというふうなのは、もっ

と内容を検討してほしいなというふうに思います。行政のほうも

かかわっていったほうがいいのではないですか。今私は八戸のほ

うで、高齢者の婚活、民間、喫茶店とかそういうふうなのが１カ

月に１回とかやっているところがありますから、そういうふうな

のからすれば、年２回というのはまるっきり形だけで、昨年のこ

の婚活イベントで結ばれた人が一人でもあるかどうか確認しま

す。この辺もひとつお願いします。 
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 馬場議長 

 

 答弁を求めます。 

 企画財政課長。 

 

答弁 

 

企画財政課長 

（小向道彦君） 

 お答えいたします。 

 まず、１点目の個人番号に関する質問ですけれども、法律は一

番のもとになるのは、行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律というものがあるんですけれど

も、それについてはもう既に施行されていまして、大もとのもの

は全部決まっているということで、国が主体となってそれぞれ県

と市町村が連携して進めていくという大筋はもう決まっており

ますので、どこの市町村でも、その今のスケジュールに沿って１

０月１日に通知カードを発行して、１月からは個人番号カードを

発行するというようなところは全国的に同じであります。 

 あとは、その今の改正の部分については、その中で利用する内

容を広げるというような改正で、これからまたいろいろ変わって

いくものと思われます。 

 あと、婚活についてですけれども、今、年２回で町のほうもそ

れに加えてもっとというような話だったと思うんですけれども、

今地方創生のほうで定住とか少子対策で婚活というのは有力な

方法だというふうに考えていますので、その地方創生の中で考え

ていきたいなというふうに思っております。 

 あと、結ばれた件数については、今ちょっとわかりませんので、

後で報告させていただきます。 

 以上であります。 

 

 馬場議長 

 

 川口弘治議員。 

質疑 

 

８番 

（川口弘治君） 

 ８ページのコミュニティセンター助成事業補助金２，７００万

円とありますが、このコミュニティセンターというのはどこのコ

ミュニティセンターを指しているんですか。 

 

 馬場議長 

 

 まちづくり防災課長。 

答弁 まちづくり防災課  お答えいたします。 
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 長 

（松林泰之君） 

 木内々の町内会に対する助成であります。 

 馬場議長 

 

 よろしいですか。ほかに質疑ございませんか。 

 １１番、西館芳信議員。 

 

質疑 

 

１１番 

（西館芳信君） 

 ２点お願いします。 

 １点目は、７ページの２款総務費２項に文書広報費がありま

す。７万円計上されているわけでありますけれども、このことに

ついてちょっと直接的でないのかもしれませんけれども、きのう

山議員の一般質問を聞いていて、おやと思いました。というの

は、選管の事務局長の答えでした。障害者とかそれから要介護者

については、どこにいるとかそういうふうな状態にあるというこ

とについては個人情報であるので、その選挙の通知はできないん

だというふうなことでありました。果たしてこれでいいのかなと

いうふうに思ったわけであります。そのどこにいる、そういうふ

うな状態にあるという個人情報のほうが、公共の福祉の増進、つ

まり本来選挙管理委員会が行うべき職務に優先するのかという

ふうなことで、事務局長が言ったあの見解は、県とか国と同じ見

解ですか、中央選管でそういうふうなことを言っているのかどう

か、そこをまず確認したいと思います。 

 それから、２点目は８ページの、今質問出ました個人番号カー

ドですけれども、これにつきましては従来やってきた住基カード

が、国は失敗であったというふうに総括して、これで盛り返そう

というふうなことだと思いますけれども、まず先に事務補助費と

いうことで８００何万円のお金が出ていますけれども、詳細はこ

れはどこまで、カードを渡すまでの予算ですか、それともそれを

基本的に調整するための事務というふうに解して差し支えない

のか、そこをお願いします。 

 それから、住基カードは国で失敗というふうに総括したのは、

新聞見れば数％ぐらいしか使われていないということでありま

したけれども、県・国のそのパーセンテージと我が町のパーセン

テージどれぐらいですか、もしわかればですよ、使われたのか、

出されたのかということをお伺いいたします。 

 

 馬場議長  選挙管理委員会事務局長。 
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答弁 

 

選挙管理委員会事

務局長 

（田中富栄君） 

 西館芳信議員にお答えをいたします。 

 個人情報の件についての取り扱いですけれども、国・県の選挙

管理委員会から確認したのかということですけれども、確認はと

っての答弁ではありませんでした。ただ、個人情報保護によりま

すと、本人の同意があればそれは使えるというふうに認識してお

りましたので、ただ選挙管理委員会では、その同意をとっていな

いということですので、もし使うとすれば本人の同意が必要であ

るということの認識でありましたので、きのうの答弁はそういう

形で答弁を私しました。いずれにいたしましても、国・県の選挙

管理委員会のほうからは確認をとっていませんでした。 

 以上であります。 

 

 馬場議長 

 

 企画財政課長。 

答弁 

 

企画財政課長 

（小向道彦君） 

 個人番号カード関連事務費の経費の詳細についてということ

ですけれども、まずは通知カード等の作成と発送事業、あとは個

人カードの申し込み処理事業の分、あとは個人カードの製造、発

行事業、あとは個人番号カード機能の一時停止等のためのコール

センター事業、あとは管理事業というような５つの部門に分かれ

ております。 

 以上であります。 

 

 馬場議長 

 

 町民課長。 

答弁 

 

町民課長 

（小向仁生君） 

 お答えいたします。 

 ３点目の質問でありました、我が町の住基カードの保有率で

す。これにつきましては、先ほど議員おっしゃったように、国で

は約５％、我が町では約２％、現在５００名の方々に交付してお

りますので、単純に２万５，０００で割り返すと２％というふう

な数字になります。 

 以上です。 

 

 馬場議長 

 

 西館芳信議員。 
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質疑 

 

１１番 

（西館芳信君） 

 今答弁してくれかお三方の内容については十分わかりました。 

 それで、１点目の田中事務局長のきのうの答弁について、的確

性を欠くとかそういうふうな見地から質問するつもりは毛頭ご

ざいません。私は、ただ個人情報というものに腫れ物にさわるよ

うな態度というよりも、もう臭い物にはふたをして行政が消極的

になるということは、極めて警戒しなければならないというふう

に思っています。中央選管とか市町村の選管も県の選管もあれで

すけれども、公職選挙法を見れば６条にくどくど書いてあります

けれども、周知という、通知というものを使っていないんだけれ

ども、広報的なその周知というのがもう選管の本当に大きな仕事

であるということがうたわれています。ですから、この通知が果

たして、施設のベッドに横たわっている人がどれぐらいの病状か

わからないで、選挙は大いに望んでいるかもしれないというふう

な状況にある、そしてなおかつ、例えば、これも難しい話するん

ですが、憲法には個人情報というのは何たるものかという何もう

たっていない、具体的な法律の中で決めていってそういうふうに

やっている、それ以前にもうばっと参政権だとかその社会的な権

利というのはばんとうたわれているのに、そっちのほうが先に取

り扱われないということについては甚だ疑問であります。もっと

選管は積極的にこれに携わって、それこそ三村知事の言う攻めの

農業ではないけれども、攻めの選管というふうな気持ちで、これ

に私は対処してもいいのではないかなというふうに思いますの

で、事務局長としてその辺どういうふうに考えるかなというふう

なことをひとつお願いいたします。 

 それから、２つ目、住基カードの現状についてはわかりました。

それで、今８００幾らのあってもらって、そしてこれの仕事をし

たということで、これはまた財政的に追加というのが考えられる

と思っておりますか。 

 それが１点と、それから社会的に信用力だとか信頼の力、代理

人だとかそれから直接本人確認、私は私の代書の仕事の関係で痛

感するところでありますけれども、今オールラウンド、オールマ

イティーというのは免許証なんですよ。たったその警察関係の一

つの行政部門が発行したものが一番、民間機関であっても、それ

から役場に来ても使われているというふうな現状、そして、とこ

ろが免許を持たない人は少なくはないということで、免許がなけ
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れば社会保険云々とかと面倒くさいことになるのだけれども、そ

ういうふうなことで、これは思っていることでいいです、果たし

てこのマイナンバー制度が確立された場合、この交付された証書

は免許証をしのげるかどうかというふうなところをひとつ考え

を聞かせていただければというふうに思います。お願いします。 

 

 馬場議長 

 

 選挙管理委員会事務局長。 

答弁 

 

選挙管理委員会事

務局長 

（田中富栄君） 

 それでは、お答えをいたします。 

 通知の方法についてということでありましたけれども、今後の

通知の方法につきましては、県の選挙管理委員会と相談をしなが

らいろいろ研究してみたいなというふうに考えております。 

 以上であります。 

 

 馬場議長 

 

 企画財政課長。 

答弁 

 

企画財政課長 

（小向道彦君） 

 個人番号カードの補助金の追加はあり得るかということであ

りますけれども、今の概算額でありまして、そのカード分が幾ら

来ているかというのがちょっと定かにわかりません。ということ

で、減額も追加もあり得るというふうに考えております。 

 あとは、個人番号カードが免許証をしのげるかということです

けれども、まず個人番号カードは子供から大人まで誰でも持てる

わけで、免許を持たない人も持てて写真も入りまして一生使える

番号だということで、発行有効期間は１０年なんですけれども、

それを繰り返してつくるわけで、まずつくる人がふえれば本当に

免許証をしのげるのではないかというふうな考えであります。 

 以上です。 

 

 馬場議長 

 

 西館芳信議員。 

質疑 

 

１１番 

（西館芳信君） 

 最後に、個人番号の関係のほうで町長にお伺いいたします。 

 住基カードが我が町で２％しかまず使われなかったというふ

うなことで、これは国が最初に実施事務ということで市町村に任

せたというふうなことを反省して、今これが法定受託事務という

ことになって、前よりは関与は薄いのかもしれないけれども、お
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金を出して大いにその自治体のほうがある程度主導でもって無

償でやりなさいというふうなことになったわけですけれども、住

基カードの仕事の経緯等踏まえて、町がこれを積極的にやってい

こうというふうなことについては、町長はどういうふうに考えま

すか。お願いします。 

 

 馬場議長 

 

 答弁を求めます。 

 町長。 

 

答弁 

 

町長 

（三村正太郎君） 

 これは、それこそ国が進めているマイナンバー制度ということ

になりますので、私ども自治体としては、その方向性に従いなが

ら行かなければならないのではないかというふうに思っており

ますので、これからの変化が国のほうでどういうふうに出るかわ

かりません。いろいろな不祥事が出ていますので、ただ課長が答

弁したように、そういった基本的な部分はもうどんどん進んでい

ますので、政治的な国会での審議云々というのも多少の影響で延

びるか、延びないかという、これもちょっと私どものレベルでは

わからないんですけれども、そういったことでこのマイナンバー

制度というのを着実に国が進める方向であれば、町も進めていか

ざるを得ない部分になってくるというふうに思っております。 

 

 馬場議長  ほかに質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、第１款から第７款までについての質疑を終わりま

す。 

 次に、第８款土木費から第１０款教育費までについての質疑を

受けます。１１ページから１４ページまでです。 

 ７番、 山 忠議員。 

 

質疑 

 

７番 

（ 山 忠君） 

 １１ページ、消防費の関係なのですが、まずは工事請負費のと

ころで、松原地区の避難階段等敷設工事費ということで金額が出

ていますけれども、これはいつからかかって、どういうふうな形

で終わらせようとしているのか、これをまずお聞きしたいという

のと、それから町道明神下９号舗装整備ということなんですが、

この道路は明神山へ行く通りのことなのでしょうか。 
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 それと、もう一つ、１９節のところなのですが、地域防災組織

の育成助成金２００万円ということなのですが、関連になります

けれども、今どれぐらいの町内が組織化されているのか、それを

教えていただきたいと思います。 

 

 馬場議長 

 

 答弁を求めます。 

 まちづくり防災課長。 

 

答弁 

 

まちづくり防災課

長 

（松林泰之君） 

 それでは、お答えをいたします。 

 まず、最初に松原地区の避難階段の件でございます。今回、こ

こに上げている補正の額につきましては、当初予算を見ておりま

したけれども、物価等の値上がり分がありまして、既設の工事費

であがらないと、間に合わないというふうなことから、今回５５

０万円ほど補正をさせていただいたというふうなことでござい

ます。 

 工事のほうでございますけれども、２工区につきましては入札

を行っておりまして、工事のほうについては１０月３０日までと

なっております。もう１工区につきましては、田んぼが作付等あ

りますので、その辺の状況を見ながらと、今回この補正予算承認

いただいた後に工事のほうの発注をしまして、できればいずれに

しても年内の完成を目指して進めていくというふうな予定でお

ります。 

 それから、明神下９号線の部分でございますが、きのうも一般

質問の部分で答弁しておりますけれども、いわゆる避難タワーに

至る現在の町道の部分でございます。ここの部分、一部急勾配等

もありますので、ここの部分を全面舗装の打ちかえと側溝の入れ

かえ、そして急勾配の約６９メートルぐらいの部分については、

全て滑りどめ舗装を行うと、いわゆる舗装の上に粒子の細かい砕

石というふうな形を張りつけるといいますか、そういうふうな形

での工事をするというふうな予定でございます。 

 それから、自主防災組織の数でございますが、現在２８団体が

組織されております。 

 以上であります。 

 

 馬場議長  まちづくり防災課長、発言の前に職名を告げてから発言をお願
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 いします。 

 山 忠議員。 

 

質疑 

 

７番 

（ 山 忠君） 

 階段も、やるというふうな話だけが先行してなかなか見えてこ

ないというふうなこともありますので、もう予算もついているの

ですから、さっさとやってくださるようにお願いします。 

 それから、明神山への道路の件なのですが、これは拡張の関係

は何も考えていないのですか、このままずっともういってしまう

というふうなことなんですか、大分問題にもなったと思うんです

けれども。 

 それから、地区防災のほうの関係は、２８ということなんです

が、全体で町内は幾らでこれだけのそれなんでしょうか。それか

ら、それを全部網羅するにはどれぐらいの年数で網羅させようと

しているのか。 

 それから、もう一つ、防災士という資格を町のほうから助成を

もらったりして資格をとらせていただいております。それら前に

も話をしましたけれども、今は個々の活動になっているんですけ

れども、町のためにはやっぱり組織化させて、それで全員で町の

防災士としていろいろな面で協力をするというふうなことにし

ていったほうがいいのではないかということを話しましたけれ

ども、その考えはどうなんでしょう、ありますでしょうか。 

 以上です。 

 

 馬場議長 

 

 答弁を求めます。 

 まちづくり防災課長。 

 

答弁 

 

まちづくり防災課

長 

（松林泰之君） 

 では、明神下の部分については、既存の道路幅ということで、

拡張という部分は予定しておりません。 

 それから、防災組織のほうの部分でございますけれども、５６

町内会中２８というふうなことで、これらからいくと、世帯数か

らいきますと７５％ほどの組織化されているというふうなこと

で、残りの部分につきましては、極力未組織の部分については今

後お話、町内会等とも相談しながら、できるかぎり早目に組織化

をしていただきたいというふうに思っております。ただ、ここで

何年というふうなことではないんですけれども、できるだけ、う
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ちのほうでもなるべく組織化できるような形でお願いはしてい

きたいというふうに思います。 

 それから、防災士の関係の組織化の部分ですけれども、ここの

部分については、ある程度どの部分に人数といいますか、その辺

ありますけども、できれば今お話しされたような防災士のそうい

う組織化を早目に検討していきたいというふうに思っておりま

す。 

 以上であります。 

 

 馬場議長 

 

 山 忠議員。 

質疑 

 

７番 

（ 山 忠君） 

 道路の拡張はないというふうなことなんですけれども、将来的

にもないんですか、検討する余地もないと考えていいんですか。 

 

 馬場議長 

 

 まちづくり防災課長。 

答弁 

 

まちづくり防災課

長 

（松林泰之君） 

 この町道の今後もやらないのかというふうなことになります

けれども、ここの分になりますと、今は災害時の避難道路として、

いわゆる急勾配等で滑りどめとか、そういう要望があるものです

から、今それに対応するためにやるということ、ただ将来的に拡

幅というふうなことになりますと、これにつきましては地域整備

課のほうで地区の状況等を考慮しながら道路整備というふうな

中では検討はされる時期もあるのかなということで、今の時点の

この防災に関しての関連での道路整備については拡張は見込ん

でいないというふうなことでご理解をいただきたいと思います。 

 

 馬場議長 

 

 １４番、松林義光議員。 

質疑 

 

１４番 

（松林義光君） 

 きょうは質問する気はさらさらなかったんですけれども、今

山議員の質問を聞いておりまして、答弁を聞きました。あの川口

地区から当初の避難タワー、川口地区から町長の方針で明神下の

高台に避難タワーを持ってきたい、これが町長の町長選挙の公約

であったと思います。私は、最後には了解しました。了解する前

に、避難タワーを建てる前にその避難道路を整備すべきである

と、このように私はお話ししました。町長も、全く同感でありま
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すという話であります。今話を聞いておりますと、全く拡幅をし

ない、現状のままで舗装する、これ逆ではありませんか。私も、

町長が避難タワーの場所を変更した際に、あの場所に自分で上っ

てみました。町長が一番わかっていると思います。道幅何メート

ルありますか、狭いですよ。先に用地買収を行って道路整備をす

るべきではないのですか。そして、高齢者初め、含めてスムーズ

に避難する環境をつくる、そのことが先ではないですか、町長。

現状のままでやるというその根拠は何でしょうか。私は、まず舗

装する前に道路の拡幅を行うべきであると、こう思いますけれど

も、町長の見解をお願いします。 

 

 馬場議長 

 

 町長。 

答弁 

 

町長 

（三村正太郎君） 

 松林議員の前にもお話のときには拡幅しなければならないと、

同じであります。これはもう考えは同じでありますけれども、現

在のこの津波タワーに上るところの道路の整備、復興予算でやっ

ているわけですけれども、これについては拡幅については認めな

いんですよ、国が。この道路の整備についても、厳しかったのを

お願いということでやってもらった、予算をつけてもらった経緯

があります。ですから、私としてはあそこはいろいろな形での避

難する場合に車で逃げるのもあるし、あそこ非常に狭いでしょ

う。ですから、拡幅するのは将来的にといいますか、今まずはと

りあえずこれを、予算を国からのお金を全部いただいてやるわけ

ですので、これをやった上で、今度は拡幅するには用地が絡んで

きますので、それらのいろいろな時間がかかる。ですから、別な

形で、先ほど課長が答弁しているように地域整備課のほうでも真

剣にこれは議論をして、松林議員のおっしゃったことをなくする

のではなくて、ちゃんと同じ認識ですので、それについては第２

段階でやらせていただきたい、検討させていただきたいというこ

とを申し上げさせていただきたいと思います。今のはここの部分

しか復興庁のほうは認めないんですよ。それでも難しかった、本

当に難しかった。これを何とかということで物にしたんですけれ

ども、それについても精査されて、ここの部分はだめですという

ふうな感じで、ようやくこのぐらいの予算であそこを整備して、

きちんとまずとりあえずやって、その次の段階で拡幅というのを
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考えていきますので、ちょっと時間をください。 

 以上です。 

 

 馬場議長 

 

 松林義光議員。 

質疑 

 

１４番 

（松林義光君） 

 町長の答弁もわからないわけではございませんけれども、町に

は町の事情があると思います。あの道路幅を見て、私はこれが避

難道路になるのかなと思っていますよ、今でも思っています。前

にも平野議員が質問しました。金は有効に使うべきであると、積

み立てするよりは金を使いなさいと言いました。町長は、全くそ

のとおりですとあなたは答弁しているんです。だったら、もし国

で認めないとすれば、町の予算で必要な道路幅を拡幅してやるべ

きではないのですか。国では厳しいけれども、町独自の予算でそ

れを執行しても、それもだめなのですか。 

 

 馬場議長 

 

 答弁を求めます。 

 町長。 

 

答弁 

 

町長 

（三村正太郎君） 

 もう拡幅の部分については、国のほうのご意見といいますか、

打診して、もううちではその部分は絶対金は出しませんよという

ふうになっていますので、これはもう町でやるしかないので、こ

れはちゃんと認識しておりますので、その点でのその避難道路の

狭いのは重々わかっておりますので、ですから、今とりあえずは

国からの来るお金で整備をさせていただいて、その後ちゃんと検

討してまいりたいということ。やはり、相手の地権者との、先ほ

ど申し上げたように地権者との交渉に結構時間がかかるような

感じがいたしますね。ですから、それらも含めてこれから精査し

ながら、それこそ前へ進めるようにしていきますので、本当は一

緒にやれればいいんですよ。ところが、その時間的な制約、もう

今年度で国のほうの補助の仕事は終わらなければならない。これ

はこれでもうやらないと、それこそ国からの予算は来ませんの

で、終わりになってしまいますので、これはこれでやらせていた

だいて、次の段階で町の予算を使ってやらざるを得ないというこ

とでありますので、決してやらないというのではありませんの

で、ちょっと一緒にやれればいいんですが、先ほど言ったように
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やれない状況になりますので、次に検討しますので、時間がちょ

っとかかると思いますが、そこは前向きに捉えていきたいと思い

ますので、よろしくご理解をいただきたいと思います。 

 

 馬場議長 

 

 松林義光議員。 

質疑 

 

１４番 

（松林義光君） 

 見解の相違であります。町長にはいいことは、私も町議員選挙

では、いいことをやろうとすれば松林義光は三村正太郎を応援し

ますよと、街頭でも言っております。ただ、今の答弁を聞いてお

りまして、ちょっとこれでは丸々応援できないなというふうな考

えに立っております。それで、もし後でやる、後でやるというこ

とは、私はだんだんに難しくなって、用買も難しくなっていくと

思います。これはどの課長でも結構です、後で町が考えている拡

幅、用地買収やった場合、どのくらいの予算が必要なのかお聞き

しておきます。 

 

 馬場議長 

 

 答弁を求めます。 

 まちづくり防災課長。 

 

答弁 

 

まちづくり防災課

長 

（松林泰之君） 

 試算まずしておりませんので、幾らというふうには、ただ高台、

明神山に行くほど高くなっていくわけですので、当然例えば地上

の５メートル、５．５メートル、６メートルとなりますと、今の

現状の恐らくは３倍ぐらいの用地がなければのりの部分が出て

きますので、そのぐらいの面積が必要ではというふうに思ってお

ります。そうなりますと、多分建物にも若干影響する部分も出て

くるかなというふうな思いでおりますが、いずれにしても相当の

事業費が見込まれるのではというふうなことでご理解をいただ

きたいと思います。 

 

 馬場議長  質疑の途中ですが、１１時２５分まで休憩します。 

 ほかに質疑ある方は、再開後に質疑をお願いします。 

 

  （休憩 午前１１時１４分） 

 馬場議長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  （再開 午前１１時２５分） 
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 馬場議長 

 

 第８款土木費から第１０款教育費までについて、ほかに質疑ご

ざいませんか。 

 ５番、田中正一議員。 

 

質疑 

 

５番 

（田中正一君） 

 １１ページの土木費のところなんですけれども、都市計画費の

公園管理費のところなんですけれども、１億１００万円、補正が

１０万円となっていますけれども、修繕費となっております。こ

のおいらせ町に公園何カ所ぐらいあるか、ちょっと先にそれをお

知らせしていただければと思います。 

 

 馬場議長 

 

 答弁を求めます。 

 分庁サービス課長。 

 

答弁 

 

分庁サービス課長 

（松林光弘君） 

 お答えします。 

 今分庁サービス課のほうで管理委託等含めてしているものの

公園は２２カ所となっております。 

 以上です。 

 

 馬場議長 

 

 田中正一議員。 

質疑 

 

５番 

（田中正一君） 

 ２２カ所には間木公園も入っているわけですか。 

 馬場議長 

 

 分庁サービス課長。 

答弁 

 

分庁サービス課長 

（松林光弘君） 

 はい、下田公園、いちょう公園等も入っております。 

 馬場議長 

 

 田中正一議員。 

質疑 

 

５番 

（田中正一君） 

 私の地元で申しわけないんですけれども、この公園、ないんで

すよ、うちのほうには。そこで、これからつくれというのも何で

すけれども、今我々のところ、本村町内会で国のほうからも表彰

されました手づくり公園があります。そこの、副町長はわかって

いると思うんですけれども、一角をある程度子供さんたちの遊び

場、遊具施設、滑り台１つでもいいと思うんですよ、それなりの

ものをつくっていただければ、子供さんたちと一緒に若い人たち
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が遊びに行くのではないかなと、こう思っていました。 

 それと、あの５０メートルばかりの田んぼ、土手に上がるとこ

ろなんですけれども、ちょっと皆さんわからないかもわかりませ

んけれども、舗装になっていないんですよ。あとは２００メート

ルぐらい、３００メートルあるのかな、舗装になっているんです

けれども。おばあさんたち、ネコを押して上がっていけないとい

うんですよ、あの砂利道。ですから、少なくても手づくり公園で

も、その一部舗装だけでもしてもらえたら、本村の町内会も、そ

れなりの町でも応援してくれているんだなというようなことに

なっていくのではないでしょうか。私はそう思いますけれども、

その辺のところ、町長ちょっとお伺いしたいと思います。 

 

 馬場議長 

 

 答弁を求めます。 

 町長。 

 

答弁 

 

町長 

（三村正太郎君） 

 副町長、話しにくいようですから。 

 あの道路のほうはやりますから、きちんとね。砂利のところで

しょう、砂利のあの残っているところでしょう。当然、私も見て

いました、途中になってしまっているから。これについても、や

っぱり公園は使ってもらわなければなりませんし、皆さん方の手

づくり公園、これは大臣賞をとるくらいの公園でこざいますか

ら、みんなに憩いの場として使ってほしいという、これも町民福

祉ですから、そういったことで、これは整備させていただきます

ので、どうぞ。（発言あり）ちょっと待って、それは認識違いだ

な、ちょっと待ってくださいね、済みません。 

 

 馬場議長 

 

 答弁を求めます。 

 地域整備課長。 

 

答弁 

 

地域整備課長 

（澤口 誠君） 

 今の質問ですけれども、遊具関係につきましては、旧河川敷と

いうことで、管理者のほうとの協議等も必要になりますので、そ

ちらのほうとも相談しながら、後ほどその結果をご報告したいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

 馬場議長  ほかに質疑ございませんか。 
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  副町長、答弁。 

 

答弁 

 

副町長 

（柏崎源悦君） 

 ちょっと質問の場所がずれたようですから、田中議員は集落か

ら堤防に上がる部分の３０から５０メートルのところを話した

と思います。町長の答弁は、昨年度２６年度において舗装したそ

の先の続きのことをお話ししたと思いますが、今お話ししたよう

に、状況を見ながらいろいろ検討させていただきたいなというふ

うに思いますので、よろしくお願いします。 

 

 馬場議長  ほかに質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、第８款から第１０款までについての質疑を終わり

ます。 

 以上で、歳出全款についての質疑を終わります。 

 次に、給与費明細書についての質疑を受けます。 

 １５ページから１６ページです。 

 質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、給与費明細書についての質疑を終わります。 

 以上で、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第５３号について採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されま

した。 

 

 馬場議長  日程第９、陳情第４号、米価暴落対策の意見書を求める陳情を

議題といたします。 

 審査を付託してありました産業民生常任委員会の委員長から

審査が終了した旨の報告がありましたので、委員長より報告を求

めます。 
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 委員長、演壇にてお願いします。 

 

委員長報告 ７番 

（ 山 忠君） 

 産業民生常任委員会委員長報告をいたします。 

 陳情第４号、米価暴落対策を求める陳情については、産業民生

常任委員会に付託されたところであります。 

 当委員会では、その付託を受けて、去る６月４日に委員会を開

催し、その取り扱いについて慎重な審査を行ないました。 

 陳情の趣旨は、２０１４年産米価格が大暴落し、政府は米価対

策を求める世論に押されて融資やコスト削減への助成等を打ち

出しましたが、米価暴落に対し何らの対策も打ち出さず、さらに

は２０１８年産米からの生産調整廃止方針やＴＰＰ交渉の日米

協議における米国産米の特別輸入枠が議論されているとの報道

から、政府が需給と価格の安定に責任を持つ米政策を確立するこ

とを求め、米価暴落対策を求める意見書を国へ提出するよう陳情

するものであります。 

 審査の結果、趣旨に賛同し、当委員会といたしましては採択す

べきものと決定しました。 

 以上、産業民生常任委員会委員長の報告といたします。 

 

 馬場議長  産業民生常任委員長の報告が終わりました。 

 本件については、委員長報告は採択であります。 

 この報告について質疑を受けます。 

 質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これより、本件について採決します。 

 お諮りいたします。 

 本件は、委員長の報告のとおり採択とすることにご異議ありま

せんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  異議なしと認めます。よって、本件については採択とすること
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に決しました。 

 

 馬場議長  日程第１０、議員派遣の件についてを議題といたします。 

 このことについては、おいらせ町議会会議規則第１２７条第１

項の規定により手続をとるものであります。 

 お諮りします。 

 議員派遣の件については、お手元に配付してあります資料のと

おり、来る７月６日から１０日までの５日間、千葉県千葉市、市

町村職員中央研修所で開催される市町村議会議員特別講座に、西

館芳信議員を初めとする４議員、また７月９日青森市において開

催される青森県下町村議会議員研修会に４議員を除く１２議員

を派遣することにしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  異議なしと認めます。よって、議員派遣の件については、お手

元に配付してあります資料のとおり派遣することに決定いたし

ました。 

 追加提案の準備がありますので、ここで暫時休憩いたします。

着席のまま休憩をお願いしたいと思います。 

  （休憩 午前１１時３５分） 

 馬場議長  休憩を取り消し、会議を再開いたします。 

  （再開 午前１１時３９分） 

 馬場議長  先ほどの陳情第４号の採択に関連して、産業民生常任委員会の

委員長から、発議第２号、米価暴落対策を求める意見書について

を追加提案したい旨、申し出がありました。 

 お諮りいたします。 

 提出のありました発議第２号を本日の議事日程に追加し、議題

にしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  異議なしと認めます。よって、発議第２号は、追加日程第１１

として議題とすることに決定しました。 

 

 馬場議長 

 

 追加日程第１１、発議第２号、米価暴落対策を求める意見書に

ついてを議題といたします。 
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 提出者であります 山 忠産業民生常任委員長から、提案理由

の説明を求めます。 

 委員長、演壇にてお願いします。 

 

提案理由の 

説明 

７番 

（ 山 忠君） 

 米価暴落対策を求める意見書について、提案理由を申し上げま

す。 

 ２０１４年産米価格の全国的な大暴落、米価変動補塡交付金の

廃止により、稲作農家は経営困難となっており、さらに２０１８

年産米からの生産調整廃止方針により需給と価格は一層不安定

なものとなっております。 

 また、ＴＰＰ協議における米国産米の特別輸入枠報道は、国内

生産者に不安をもたらすものであり、今こそ政府が米の需給対策

を放棄する方針を撤回し、需給と価格の安定に責任を持つ米政策

の確立が強く求められています。 

 よって、政府におかれましては、米価の回復を図ること、農家

の経営安定対策をとること、生産調整廃止方針の撤回、米国産米

輸入特別枠合意の撤回といった米価暴落対策を実施していただ

くよう強く求めていきたく、本案を提出した次第です。 

 なお、意見書案につきましては、お手元に配付のとおりであり

ます。 

 何とぞ、趣旨にご賛同の上、原案のとおりご決定くださるよう

お願い申し上げまして提案理由といたします。 

 

 馬場議長  以上で、提案理由の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、本件についての質疑を終わります。 

 これから討論に入ります。 

 討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから、発議第２号について採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 
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 馬場議長  異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されま

した。 

 以上で、本定例会の会議に付された事件は、全て議了いたしま

した。 

 ここで、町長から発言したい旨の申し出がありましたので、こ

れを許します。 

 演壇にてお願いします。町長。 

 

 町長 

（三村正太郎君） 

 平成２７年第２回おいらせ町議会定例会におきまして、議員各

位にはご多用中のところご参集いただき、また提案いたしました

全議案を議決賜りまして厚く御礼を申し上げます。 

 議案審議の過程でいただきましたご意見、ご提言を十分に踏ま

え、町政運営に努めてまいりたいと存じます。 

 さて、６月に入り、新緑が美しい大変よい季節になりました。 

 今月は、今年度４月からスタートしている町誕生１０周年記念

事業の中でも、大きなイベントが２つ開催されます。 

 まず、２１日、日曜日に、恒例の初夏のスポーツ行事「いちょ

うマラソン大会」をいちょう公園周辺で開催いたします。今回は、

１０周年記念事業として、谷川真理さんをゲストランナーとして

お迎えするほか、大会史上最多の１，０９１名のランナーエント

リーがあり、記念大会にふさわしい盛り上がりを期待していると

ころであります。 

 もう一つ、２５日木曜日には、「健康長寿」を町民とともに推

進するための取り組みとして、「目指せ健康長寿 青森県１位・

健康長寿のまちづくり宣言」大会を、町民交流センターで開催い

たします。 

 特に大会では、短命県返上の第一人者である、弘前大学医学部

長中路先生による基調講演、そしてふるさと学習塾とのタイアッ

プで行う、冒険家でプロスキーヤーである三浦雄一郎氏による記

念講演が行われ、皆様ご存じの著名な方々から大変貴重なお話を

お聞きできるものと思っております。 

 議員各位におかれましては、ぜひとも会場に足を運んでいただ

き、イベントを盛り上げていただくことはもちろんのこと、誕生

１０周年の節目をともにお祝いしていただければ幸いに存じま

す。 
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 最後になりますが、これから、本格的な梅雨の時期となってま

いりますので、議員の皆様には健康に十分留意されまして、ます

ますご活躍されますようご祈念申し上げ、簡単ではございますが

閉会に当たっての挨拶といたします。 

 ありがとうございました。 

 

閉会宣言 馬場議長  これで会議を閉じます。 

 これをもちまして、平成２７年第２回おいらせ町議会定例会を

閉会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

 

  （閉会時刻 午前１１時４６分） 

 事務局長 

（中野重男君） 

 修礼の前に、事務局からお知らせをいたします。 

 まず、午後１時３０分から八戸圏域水道企業団による事業概要

説明会を開催いたします。対象は、議員の皆様方と関係課長とい

うことになります。その後、総務文教常任委員会が開催される予

定ですので、お含みおきをお願いいたします。 

 それでは、修礼を行いますので、ご起立を願います。 

 礼。着席。 
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